
 
（別紙１） 

【ゆうなぎ九十九里・ゆうなぎ白子料金目安】 

 

 
 

 
 

 

 

要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

日額 743 747 782 806 822 838

月額 22,290 22,410 23,460 24,180 24,660 25,140

日額 1,486 1,494 1,564 1,612 1,644 1,676

月額 44,580 44,820 46,920 48,360 49,320 50,280

日額 2,229 2,241 2,346 2,418 2,466 2,514

月額 66,870 67,230 70,380 72,540 73,980 75,420

Ａ【認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)】単位：円

1割

2割

3割

介護度

39 78 117 要介護1以上

6 12 18 全入居者

30 60 90 対象者のみ

30 60 90 全入居者

246 492 738 対象者飲み

120 240 360 対象者のみ

144 288 432 対象者のみ

680 1,360 2,040 対象者のみ

1,280 2,560 3,840 対象者のみ

400 800 1,200 対象者のみ

5 10 15 全入居者

全入居者

6ヵ月に1回を限度

初期加算 入居日より30日間、医療機関へ1ヵ月以上入院した後、再入居した場合

口腔衛生管理体制加算 月1回を限度

入院時費用加算 入院後3ヵ月以内の退院が見込まれる場合、1月に6日を限度

備考 加算対象

医療連携体制加算(Ⅰ)

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月の総単位数×11.1％

若年性認知症受入加算 40歳以上65歳未満

看取り介護加算

死亡日以前4日以上30日以下

死亡日前日及び前々日

死亡日

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

退去時相談援助加算 在宅に退去した場合

栄養スクリーニング加算

Ｂ【各種加算】（1日当り単位数）

1割負担 2割負担 3割負担加算

備考

朝食 410

食材費 昼食 480

(1日あたり) 夕食 616

おやつ 137

一番館 37,000

家賃 二番館 47,000

（1ヶ月） 33,000

48,000

15,072

一番館 101,362

二番館 111,362

97,362

112,362
～

自費合計

理美容代、おむつ等排泄用品、日常生活に要

する身の回りの品（ハミガキ、髭剃り等

要）、行楽、外出、外食等に要する費用は別

途

～

Ｃ【その他の料金（自費）】

項目

外出・外泊で不在時は徴収しない

水道光熱費（1ヶ月）

白子

一番館・二番館：ゆうなぎ九十九里

　　　　　白子：ゆうなぎ白子

白子は居室床面積の大小により、33,000円

から5種類、最高48,000円まで

入退去時日割精算

白子

金額(円)

Ａ＋Ｂ＋Ｃ

要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1割 123,652 123,772 124,822 125,542 126,022 126,502

2割 145,942 146,182 148,282 149,722 150,682 151,642

3割 168,232 168,592 171,742 173,902 175,342 176,782

1割 133,652 133,772 134,822 135,542 136,022 136,502

2割 155,942 156,182 158,282 159,722 160,682 161,642

3割 178,232 178,592 181,742 183,902 185,342 186,782

（例） 1割 119,652 119,772 120,822 121,542 122,022 122,502

家賃 2割 141,942 142,182 144,282 145,722 146,682 147,642

33,000円 3割 164,232 164,592 167,742 169,902 171,342 172,782

（例） 1割 134,652 134,772 135,822 136,542 137,022 137,502

家賃 2割 156,942 157,182 159,282 160,722 161,682 162,642

48,000円 3割 179,232 179,592 182,742 184,902 186,342 187,782

家賃

37,000円

家賃

47,000円

【1ヶ月の料金目安（30日計算）】

一番館

二番館

白子

ご注意：【認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)】【各種加算】については、令和元年 10 月 1 日現在の介護

保険法令に基づいて算定しています。なお、同法令の改正等により、変更になることがあります。 


